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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支払いが確定した時点でＰＩＮ（Personal　Identification　Number）コードを有効化
する有効化商品の代金の支払いに係る商品販売処理を実行する商品販売手段と、
　前記商品販売手段における支払いの確定後、前記有効化商品を識別可能な識別情報を送
信する送信手段と、
　前記送信手段が送信した識別情報の前記有効化商品が示している販売対象の提供を受け
るために、当該販売対象を提供する企業のサーバ装置に前記ＰＩＮコードを送信する情報
処理装置に読み取らせ、表示させる前記ＰＩＮコードを含む有効化商品情報を受信する受
信手段と、
　前記受信手段が受信した前記有効化商品情報を、前記有効化商品が有するＩＣ（Integr
ated　Circuits）タグに書き込む書込手段と、
　を備える商品販売データ処理装置。
【請求項２】
　前記受信手段は、前記有効化商品情報として、前記ＰＩＮコードを送信することができ
るＷｅｂサイトのＷｅｂアドレスを受信する、
　請求項１に記載の商品販売データ処理装置。
【請求項３】
　前記受信手段は、前記有効化商品情報として、前記ＰＩＮコードを送信することによっ
て提供される金額を受信する、
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　請求項１または２に記載の商品販売データ処理装置。
【請求項４】
　コンピュータを、
　支払いが確定した時点でＰＩＮコードを有効化する有効化商品の代金の支払いに係る商
品販売処理を実行する商品販売手段と、
　前記商品販売手段における支払いの確定後、前記有効化商品を識別可能な識別情報を送
信する送信手段と、
　前記送信手段が送信した識別情報の前記有効化商品が示している販売対象の提供を受け
るために、当該販売対象を提供する企業のサーバ装置に前記ＰＩＮコードを送信する情報
処理装置に読み取らせ、表示させる前記ＰＩＮコードを含む有効化商品情報を受信する受
信手段と、
　前記受信手段が受信した前記有効化商品情報を、前記有効化商品が有するＩＣタグに書
き込む書込手段と、
　として機能させるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、商品販売データ処理装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、店頭でプリペイドカードを陳列して販売する小売店が増加傾向にある。例えば、
プリペイドカードには、音楽ダウンロード用のプリペイドカードや、ゲームダウンロード
用のプリペイドカードや、電子マネーチャージ用のプリペイドカード等がある。
【０００３】
　特に、ＰＯＳ（Point　Of　Sales）端末にて支払いが確定した時点で、対象のＰＩＮコ
ードを有効化するプリペイドカードを販売する小売店が多い。このプリペイドカードを購
入した顧客は、有効化されたＰＩＮ（Personal　Identification　Number）コードを所定
のＷｅｂサイトに入力することで、ゲームのダウンロードや、電子マネーのチャージ等を
することができる。以下、ＰＯＳ端末での支払いが確定した時点でＰＩＮコードを有効化
する技術を利用したプリペイドカードのことを「有効化カード」と称する。
【０００４】
　まず、顧客は、ＰＯＳ端末での支払いが確定すると有効化カードにあるスクラッチ印刷
を削る。次に、顧客は、ＰＩＮコードを入力するＷｅｂサイトなどを表示させる。そして
、顧客は、スクラッチ印刷を削ることで出現したＰＩＮコードを所定のＷｅｂサイト等に
入力する。これにより、顧客は、有効化カードが示す商品のダウンロードや、電子マネー
のチャージを実行することができる。
【０００５】
　このように、顧客は、情報処理装置を使用してＰＩＮコードをＷｅｂサイト等に入力す
る等の様々な入力作業が必要であり改善の余地があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、情報処理装置への入力作業を減らすことができる商
品販売データ処理装置およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の商品販売データ処理装置は、商品販売手段と、送信手段と、受信手段と、書
込手段とを備える。前記商品販売手段は、支払いが確定した時点でＰＩＮ（Personal　Id
entification　Number）コードを有効化する有効化商品の代金の支払いに係る商品販売処
理を実行する。前記送信手段は、前記商品販売手段における支払いの確定後、前記有効化
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商品を識別可能な識別情報を送信する。前記受信手段は、前記送信手段が送信した識別情
報の前記有効化商品が示している販売対象の提供を受けるために、当該販売対象を提供す
る企業のサーバ装置に前記ＰＩＮコードを送信する情報処理装置に読み取らせ、表示させ
る前記ＰＩＮコードを含む有効化商品情報を受信する。前記書込手段は、前記受信手段が
受信した前記有効化商品情報を、前記有効化商品が有するＩＣ（Integrated　Circuits）
タグに書き込む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施形態にかかる有効化システムの概略構成図である。
【図２】図２は、ＰＯＳ端末のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図３】図３は、店舗サーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図４】図４は、商品マスタのデータ構成の一例を示す概念図である。
【図５】図５は、有効化サーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図６】図６は、有効化カードマスタのデータ構成の一例を示す概念図である。
【図７】図７は、企業サーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図８】図８は、ＰＩＮコードマスタのデータ構成の一例を示す概念図である。
【図９】図９は、有効化カードのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、顧客端末のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、有効化システムが有する各装置の機能構成を示すブロック図である
。
【図１２】図１２は、ＰＩＮコード入力画面の一例を示す説明図である。
【図１３】図１３は、会計処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、有効化処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、商品提供処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施の一形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
　図１は、本実施形態にかかる有効化システム１の概略構成図である。有効化システム１
は、ＰＯＳ端末１０、店舗サーバ２０、有効化サーバ３０、企業サーバ４０、有効化カー
ド５０及び顧客端末６０を備える。
【００１１】
　ＰＯＳ端末１０は、有効化カード５０などの商品を販売する店舗に設置される。そして
、ＰＯＳ端末１０は、商品の売上登録処理を行う商品販売データ処理装置である。店舗サ
ーバ２０は、ＰＯＳ端末１０から受信したデータやその他データを統括管理し、店舗の売
上管理、在庫管理、経費管理等を行うサーバ装置である。店舗サーバ２０とＰＯＳ端末１
０とは、ＬＡＮ（Local　Area　Network）等の店舗内ネットワークＮ１を介して通信可能
に接続される。
【００１２】
　有効化サーバ３０は、有効化カード５０の有効化処理等を管理するサーバ装置である。
そして、有効化サーバ３０は、有効化処理において、有効化カード５０に対応付けられて
いるＰＩＮ（Personal　Identification　Number）コードを有効にする。そして、有効化
サーバ３０は、有効にしたＰＩＮコードを返信する。
【００１３】
　企業サーバ４０は、有効化カード５０を提供する企業が管理するサーバ装置である。ま
た、企業サーバ４０は、有効化カード５０が販売対象として示している商品を顧客に提供
するためのＷｅｂサイトを管理する。ここで、商品の提供とは、電子マネーのチャージや
、商品をダウンロードすることができる状態にすることなどである。
【００１４】
　有効化商品である有効化カード５０は、ＰＯＳ端末１０での支払いが確定した時点で、
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有効化カード５０に記載されているＰＩＮコードを有効化する技術を使用したプリペイド
カードである。さらに詳しくは、有効化カード５０は、支払いが確定後、有効化カード５
０を提供する企業の企業サーバ４０に、ＰＩＮコードを送信することで有効化カード５０
が販売対象として示している商品の提供を受けることができるプリペイドカードである。
なお、有効化カード５０は、商品に限らずサービスを販売対象としてもよい。
【００１５】
　有効化カード５０は、コードシンボル５１と、ＩＣ（Integrated　Circuits）タグ５２
０（図９参照）とを有する。コードシンボル５１は、商品コードと、有効化カードコード
とが含まれる図形である。商品コードとは、商品を識別可能な識別情報である。そして、
商品コードは、有効化カード５０を販売する店舗が商品を識別するために使用する識別情
報である。有効化カードコードとは、有効化カード５０を識別可能な識別情報である。そ
して、有効化カードコードは、有効化サーバ３０が有効化カード５０を識別するために使
用する識別情報である。
【００１６】
　ＩＣタグ５２０は、有効化サーバ３０が返信したＰＩＮコード等の有効化カード５０が
示している販売対象の提供を受けるために、顧客端末６０に読み取らせる情報が書き込ま
れる。
【００１７】
　顧客は、ＩＣタグ５２０に書き込まれたＰＩＮコードをＷｅｂサイトに入力することで
、有効化カード５０が示す販売対象の提供を受けることができる。
【００１８】
　顧客端末６０は、顧客が使用するスマートフォンなどの情報処理装置である。顧客端末
６０は、ＩＣタグ５２０に書き込まれたＰＩＮコードを読み取ることができる。また、顧
客端末６０は、企業サーバ４０が管理するＷｅｂサイトにアクセスすることができる。そ
して、顧客端末６０は、アクセスしたＷｅｂサイトにＰＩＮコードを入力することができ
る。なお、顧客端末６０は、スマートフォンに限らず、パーソナルコンピュータなどの情
報処理装置であってもよい。
【００１９】
　そして、店舗サーバ２０と、有効化サーバ３０と、企業サーバ４０と、顧客端末６０と
は、インターネットやＶＰＮ（Virtual　Private　Network）等のネットワークＮ２を介
して通信可能に接続される。
【００２０】
　有効化システム１においてＰＯＳ端末１０は、顧客が選択した販売対象の有効化カード
５０のコードシンボル５１を読み取る。そして、ＰＯＳ端末１０は、有効化カード５０の
支払いが確定すると、店舗サーバ２０を介して、有効化カードコードを有効化サーバ３０
に送信する。有効化サーバ３０は、有効化カードコードに対応付けられたＰＩＮコードを
有効にする。そして、有効化サーバ３０は、有効にしたＰＩＮコードを返信する。ＰＯＳ
端末１０は、有効化サーバ３０が返信したＰＩＮコード等を有効化カード５０のＩＣタグ
５２０に書き込む。
【００２１】
　顧客端末６０は、ＩＣタグ５２０から読み取ったＰＩＮコードを所定のＷｅｂサイト等
に入力する。所定のＷｅｂサイトを運営する企業サーバ４０は、ＰＩＮコードが有効であ
るか否かを有効化サーバ３０に問い合わせる。有効化サーバ３０は、ＰＩＮコードが有効
であるか否かを企業サーバ４０に応答する。企業サーバ４０は、ＰＩＮコードが有効であ
る場合に、ＰＩＮコードに対応付けられた商品を顧客に提供する。一方、企業サーバ４０
は、ＰＩＮコードが無効である場合に、ＰＩＮコードに対応付けられた商品を顧客に提供
しない。これにより、有効化システム１は、有効化カード５０を使用した商取引を成立さ
せる。
【００２２】
　次に、上記した各装置のハードウェア構成について説明する。
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【００２３】
　まず、ＰＯＳ端末１０について説明する。図２は、ＰＯＳ端末１０のハードウェア構成
の一例を示すブロック図である。
【００２４】
　ＰＯＳ端末１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を有するコンピュータ構成の制御部
１０１を備える。また、制御部１０１は、バス１１１を介して、キーボード１０２、バー
コードリーダ１０３、カードリーダライタ１０４、非接触カードリーダライタ１０５、通
信インタフェース１０６、プリンタ１０７、第１表示部１０８、第２表示部１０９、及び
記憶部１１０と接続している。
【００２５】
　キーボード１０２は、ＰＯＳ端末１０を操作する各種情報を入力する入力装置である。
キーボード１０２は、置数キーと、クリアキーと、戻りキーと、締めキーと、現計キーと
を備える。置数キーは、商品コードや金額等の数字を入力するためのキーである。クリア
キーは、エラー発生時などに操作を取り消すためのキーである。戻りキーは、現在の操作
をキャンセルして直前の画面に戻すためのキーである。締めキーは、売上登録を完了して
売上合計金額の算出を宣言するためのキーである。現計キーは、預かり金額を入力後に、
現計キーを入力することで預かり金額を登録するためのキーである。そして、ＰＯＳ端末
１０は、キーボード１０２の現計キーが押下された場合に、有効化カード５０の支払いが
確定したと判定する。
【００２６】
　バーコードリーダ１０３は、商品に付されたバーコードを光学的に読み取る。カードリ
ーダライタ１０４は、磁気記憶式のポイントカード等に対してデータの読み書きを行う。
【００２７】
　非接触カードリーダライタ１０５は、非接触ＩＣカードである有効化カード５０がかざ
された場合に、有効化カード５０と無線通信を確立する。そして、非接触カードリーダラ
イタ１０５は、有効化カード５０に対して情報を読み出し及び書き込みを実行する。さら
に詳しくは、非接触カードリーダライタ１０５は、ＮＦＣ（Near　Field　Communication
）などの近距離無線通信により、有効化カード５０が有するＩＣタグ５２０（図９参照）
に記憶されている情報の書き込み及び読み出しを実行する。
【００２８】
　通信インタフェース１０６は、店舗内ネットワークＮ１を介した通信を制御する。プリ
ンタ１０７は、レシート等を印字する印刷装置である。第１表示部１０８は、例えば、店
員が参照する液晶ディスプレイなどの表示装置である。また、第１表示部１０８は、表示
画面上にタッチパネルが積層されている。第２表示部１０９は、例えば、顧客が参照する
液晶ディスプレイなどの表示装置である。また、第２表示部１０９は、表示画面上にタッ
チパネルが積層されている。記憶部１１０は、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）やＳＳＤ（S
olid　State　Drive）などの記憶装置である。
【００２９】
　次に、店舗サーバ２０について説明する。図３は、店舗サーバ２０のハードウェア構成
の一例を示すブロック図である。
【００３０】
　店舗サーバ２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を有するコンピュータ構成の制御部
２０１を備える。また、制御部２０１は、バス２０６を介して、キーボード２０２、通信
インタフェース２０３、表示部２０４、及び記憶部２０５と接続している。
【００３１】
　キーボード２０２は、店舗サーバ２０を操作する各種情報を入力する入力装置である。
通信インタフェース２０３は、店舗内ネットワークＮ１及びネットワークＮ２を介した通
信を制御する。表示部２０４は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示装置である。記憶
部２０５は、ＨＤＤやＳＳＤなどの記憶装置である。
【００３２】
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　そして、記憶部２０５は、商品マスタ２０５ａを記憶している。ここで、図４は、商品
マスタ２０５ａのデータ構成の一例を示す概念図である。商品マスタ２０５ａは、商品コ
ードと、有効化カードコードと、商品情報と、Ｗｅｂアドレスとを有する。商品コードは
、商品を識別可能な識別情報である。有効化カードコードとは、有効化カード５０を識別
可能な識別情報である。商品情報は、商品に関する情報である。商品情報とは、例えば、
商品名称や、商品価格などである。Ｗｅｂアドレスは、ＰＩＮコードを入力するＷｅｂサ
イトのアドレスなどである。
【００３３】
　次に、有効化サーバ３０について説明する。図５は、有効化サーバ３０のハードウェア
構成の一例を示すブロック図である。
【００３４】
　有効化サーバ３０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を有するコンピュータ構成の制御
部３０１を備える。また、制御部３０１は、バス３０６を介して、キーボード３０２、通
信インタフェース３０３、表示部３０４、及び記憶部３０５と接続している。
【００３５】
　キーボード３０２は、有効化サーバ３０を操作する各種情報を入力する入力装置である
。通信インタフェース３０３は、ネットワークＮ２を介した通信を制御する。表示部３０
４は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示装置である。記憶部３０５は、ＨＤＤやＳＳ
Ｄなどの記憶装置である。
【００３６】
　そして、記憶部３０５は、有効化カードマスタ３０５ａを記憶している。ここで、図６
は、有効化カードマスタ３０５ａのデータ構成の一例を示す概念図である。有効化カード
マスタ３０５ａは、有効化カードコードと、ＰＩＮコードと、有効化状態とを有する。有
効化カードコードは、有効化カード５０を識別可能な識別情報である。ＰＩＮコードは、
有効化カード５０が示している商品の提供を受けるための暗証番号である。有効化状態は
、ＰＩＮコードが有効であるか否かの状態を示す情報である。
【００３７】
　次に、企業サーバ４０について説明する。図７は、企業サーバ４０のハードウェア構成
の一例を示すブロック図である。
【００３８】
　企業サーバ４０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を有するコンピュータ構成の制御部
４０１を備える。また、制御部４０１は、バス４０６を介して、キーボード４０２、通信
インタフェース４０３、表示部４０４、及び記憶部４０５と接続している。
【００３９】
　キーボード４０２は、企業サーバ４０を操作する各種情報を入力する入力装置である。
通信インタフェース４０３は、ネットワークＮ２を介した通信を制御する。表示部４０４
は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示装置である。記憶部４０５は、ＨＤＤやＳＳＤ
などの記憶装置である。
【００４０】
　そして、記憶部４０５は、ＰＩＮコードマスタ４０５ａを記憶している。ここで、図８
は、ＰＩＮコードマスタ４０５ａのデータ構成の一例を示す概念図である。ＰＩＮコード
マスタ４０５ａは、ＰＩＮコードと、商品とを有する。ＰＩＮコードは、上述のＰＩＮコ
ードと同じである。商品は、例えば、電子マネーや、ゲームや、音楽などである。
【００４１】
　また、ＰＩＮコードマスタ４０５ａは、有効化カード５０で購入する電子マネーの金額
に任意の金額を設定することが可能なバリアブル方式の有効化カード５０の場合には、商
品に空の金額が設定されている。そして、企業サーバ４０は、有効化処理時にＰＯＳ端末
１０で設定された金額を商品に設定する。
【００４２】
　次に、有効化カード５０のハードウェア構成について説明する。ここで、図９は、有効
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化カード５０のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００４３】
　有効化カード５０は、アンテナ５１０と、ＩＣタグ５２０とを備える。アンテナ５１０
は、ＰＯＳ端末１０の非接触カードリーダライタ１０５又は顧客端末６０の非接触カード
リーダ６０２（図１０参照）から送信された変調波を受信する。ＩＣタグ５２０は、電源
生成部５２１と、復調部５２２と、制御部５２３と、変調部５２４と、メモリ部５２５と
を備える。
【００４４】
　電源生成部５２１は、ＰＯＳ端末１０の非接触カードリーダライタ１０５又は顧客端末
６０の非接触カードリーダ６０２からアンテナ５１０が受信した変調波を用いて発電する
。そして、電源生成部５２１は、ＩＣタグ５２０の各部が使用する電力を供給する。復調
部５２２は、変調波を復調して制御部５２３に出力する。制御部５２３は、メモリ部５２
５への書き込みと、メモリ部５２５に記憶された情報の読み出しとを制御する。変調部５
２４は、制御部５２３から出力された情報を変調してアンテナ５１０に出力する。
【００４５】
　メモリ部５２５は、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　Programmable　Read　On
ly　Memory）等の不揮発性の書換え可能な記憶媒体である。そして、メモリ部５２５は、
有効化カード情報記憶領域５２５ａを備える。有効化カード情報記憶領域５２５ａは、有
効化カード５０が示している販売対象の提供を受けるために顧客端末６０に入力する情報
を記憶する領域である。
【００４６】
　次に、顧客端末６０について説明する。図１０は、顧客端末６０のハードウェア構成の
一例を示すブロック図である。
【００４７】
　顧客端末６０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を有するコンピュータ構成の制御部６
０１を備える。また、制御部６０１は、バス６０７を介して、非接触カードリーダ６０２
、通信インタフェース６０３、表示部６０４、タッチパネル６０５、及び記憶部６０６と
接続している。
【００４８】
　非接触カードリーダ６０２は、非接触ＩＣカードである有効化カード５０がかざされた
場合に、有効化カード５０と無線通信を確立する。そして、非接触カードリーダ６０２は
、有効化カード５０に対して情報の読み出しを実行する。さらに詳しくは、非接触カード
リーダ６０２は、ＮＦＣなどの近距離無線通信により、有効化カード５０が有するＩＣタ
グ５２０に記憶されている情報の読み出しを実行する。
【００４９】
　通信インタフェース６０３は、ネットワークＮ２を介した通信を制御する。表示部６０
４は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示装置である。そして、表示部６０４は、タッ
チパネル６０５が積層されている。タッチパネル６０５は、顧客端末６０を操作する各種
情報を入力する入力装置である。また、顧客端末６０は、キーボード等の各種操作を入力
する入力装置を備えていてもよい。記憶部６０６は、ＨＤＤやＳＳＤなどの記憶装置であ
る。
【００５０】
　次に、有効化システム１が有する各装置の機能構成について説明する。図１１は、有効
化システム１が有する各装置の機能構成を示すブロック図である。
【００５１】
　まず、ＰＯＳ端末１０の機能構成について説明する。制御部１０１のＣＰＵは、記憶部
１１０のプログラムをＲＡＭに展開し、プログラムに従って動作することで、図１１に示
す各機能部をＲＡＭ上に生成する。具体的には、ＰＯＳ端末１０は、機能部として、売上
登録部１０１１と、有効化要求部１０１２と、通信制御部１０１３と、ＮＦＣ制御部１０
１４と、印字制御部１０１５とを備える。
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【００５２】
　商品販売手段である売上登録部１０１１は、入力された商品コードを有する商品の代金
の支払いに係る商品販売処理を実行する。具体的には、売上登録部１０１１は、バーコー
ドリーダ１０３や、キーボード１０２等を介した商品コードの入力を受け付ける。また、
売上登録部１０１１は、顧客が差し出した代金を店員が受け取った場合に、キーボード１
０２の現計キー等を介して、有効化カード５０等の代金が支払われたことを確定する入力
を受け付ける。そして、売上登録部１０１１は、代金が支払われた商品の商品コード等を
売上マスタファイル（不図示）に売上登録する。なお、売上登録部１０１１は、有効化カ
ード５０の場合には、コードシンボル５１に含まれる商品コードと、有効化カードコード
とを売上マスタファイルに売上登録する。
【００５３】
　有効化要求部１０１２は、有効化カード５０の支払いが確定した時点で、売上登録した
商品に有効化カード５０が含まれている場合に、有効化処理を要求する。具体的には、有
効化要求部１０１２は、キーボード１０２の現計キーを押下され、支払いが確定した場合
に、通信制御部１０１３に有効化カードコードを店舗サーバ２０に送信させる。
【００５４】
　通信制御部１０１３は、通信インタフェース１０６を制御して、店舗内ネットワークＮ
１と接続する。これにより、通信制御部１０１３は、店舗サーバ２０と通信する。具体的
には、送信手段である通信制御部１０１３は、店舗サーバ２０を介して、売上登録部１０
１１における支払いの確定後、有効化要求部１０１２の要求に基づいて、有効化サーバ３
０に有効化要求情報を送信する。有効化要求情報とは、有効化カードコードに対応付けら
れたＰＩＮコードの有効化を要求する情報である。そして、有効化要求情報は、有効化カ
ードコードを有している。
【００５５】
　また、通信制御部１０１３は、バリアブル方式の有効化カード５０が売上登録された場
合には、店舗サーバ２０を介して、設定された金額を示す金額情報を企業サーバ４０に送
信する。
【００５６】
　また、受信手段である通信制御部１０１３は、有効化要求情報の返信として、店舗サー
バ２０から有効化カード情報を受信する。有効化商品情報である有効化カード情報とは、
有効化要求情報が有する有効化カードコードの有効化カード５０が示している販売対象の
提供を受けるために、顧客端末６０に読み取らせる情報である。有効化カード５０が示し
ている販売対象を提供する企業サーバ４０にＰＩＮコード等を送信する顧客端末６０は、
有効化カード情報を読み取ることで顧客が顧客端末６０に各種情報を入力する手間を減ら
すことができる。具体的には、有効化カード情報は、有効化カード５０のＰＩＮコードと
、ＰＩＮコードを入力するＷｅｂサイトのＷｅｂアドレスとを有している。また、バリア
ブル方式の有効化カード５０の場合には、有効化カード情報は、有効化カード５０のＰＩ
Ｎコードと、ＰＩＮコードを入力するＷｅｂサイトのＷｅｂアドレスと、有効化カード５
０の金額とを有している。
【００５７】
　なお、通信制御部１０１３は、有効化カード情報として、顧客端末６０に表示させるＰ
ＩＮコードを受信してもよい。すなわち、有効化カード情報には、Ｗｅｂアドレスが含ま
れていなくてもよい。また、通信制御部１０１３は、有効化カード情報として、ＰＩＮコ
ードを送信することができるＷｅｂサイトのＷｅｂアドレスを受信してもよい。すなわち
、有効化カード情報には、ＰＩＮコードが含まれていなくてもよい。
【００５８】
　ＮＦＣ制御部１０１４は、非接触カードリーダライタ１０５を介した、ＮＦＣなどの近
距離無線通信を制御する。そして、書込手段であるＮＦＣ制御部１０１４は、非接触カー
ドリーダライタ１０５を介して、通信制御部１０１３が受信した有効化カード情報を有効
化カード５０の有効化カード情報記憶領域５２５ａに書き込む。具体的には、ＮＦＣ制御
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部１０１４は、ＰＩＮコードと、Ｗｅｂアドレスと、金額とを有する有効化カード情報を
有効化カード５０の有効化カード情報記憶領域５２５ａに書き込む。これにより、有効化
カード情報を読み取った顧客端末６０は、ＰＩＮコードを表示することができる。また、
有効化カード情報を読み取った顧客端末６０は、Ｗｅｂアドレスが示すＷｅｂサイトを表
示することができる。また、有効化カード情報を読み取った顧客端末６０は、有効化カー
ド５０により購入した金額を表示することができる。
【００５９】
　印字制御部１０１５は、プリンタ１０７を制御してレシート等を印字する。
【００６０】
　次に、店舗サーバ２０の機能構成について説明する。制御部２０１のＣＰＵは、記憶部
２０５のプログラムをＲＡＭに展開し、プログラムに従って動作することで、図１１に示
す各機能部をＲＡＭ上に生成する。具体的には、店舗サーバ２０は、機能部として、通信
制御部２０１１と、情報生成部２０１２とを備える。
【００６１】
　通信制御部２０１１は、通信インタフェース２０３を制御して、店舗内ネットワークＮ
１及びネットワークＮ２と接続する。これにより、通信制御部２０１１は、ＰＯＳ端末１
０や、有効化サーバ３０などと通信する。具体的には、通信制御部２０１１は、ＰＯＳ端
末１０から有効化要求情報を受信する。そして、通信制御部２０１１は、有効化要求情報
を有効化サーバ３０に送信する。また、通信制御部２０１１は、有効化応答情報を有効化
サーバ３０から受信する。ここで、有効化応答情報とは、有効化要求情報の応答を示す情
報である。そして、有効化応答情報は、有効化要求情報の有効化カードコードと、その有
効化カードコードに対応付けられたＰＩＮコードとを有する。また、通信制御部２０１１
は、情報生成部２０１２が生成した有効化カード情報をＰＯＳ端末１０に送信する。
【００６２】
　また、通信制御部２０１１は、ＰＯＳ端末１０から金額情報を受信した場合には、店舗
サーバ２０に受信した金額情報を企業サーバ４０に送信する。
【００６３】
　情報生成部２０１２は、通信制御部２０１１が有効化応答情報を受信した場合に、有効
化カード情報を生成する。具体的には、情報生成部２０１２は、通信制御部２０１１が有
効化応答情報を受信した場合に、有効化応答情報から有効化カードコードと、ＰＩＮコー
ドとを抽出する。そして、情報生成部２０１２は、商品マスタ２０５ａを参照して、有効
化カードコードに対応付けられたＷｅｂアドレスを抽出する。そして、情報生成部２０１
２は、ＰＩＮコードと、Ｗｅｂアドレスとを有する有効化カード情報を生成する。また、
情報生成部２０１２は、バリアブル方式の有効化カード５０の場合には、ＰＩＮコードと
、Ｗｅｂアドレスと、金額情報とを有する有効化カード情報を生成する。
【００６４】
　次に、有効化サーバ３０の機能構成について説明する。制御部３０１のＣＰＵは、記憶
部３０５のプログラムをＲＡＭに展開し、プログラムに従って動作することで、図１１に
示す各機能部をＲＡＭ上に生成する。具体的には、有効化サーバ３０は、機能部として、
通信制御部３０１１と、有効化設定部３０１２と、有効化判定部３０１３とを備える。
【００６５】
　通信制御部３０１１は、通信インタフェース３０３を制御して、ネットワークＮ２と接
続する。これにより、通信制御部３０１１は、店舗サーバ２０や、企業サーバ４０などと
通信する。具体的には、通信制御部３０１１は、店舗サーバ２０から有効化要求情報を受
信する。そして、通信制御部３０１１は、有効化応答情報を店舗サーバ２０に送信する。
また、通信制御部３０１１は、企業サーバ４０から判定要求情報を受信する。判定要求情
報とは、有効化されたＰＩＮコードであるか否かの判定を求める情報である。よって、判
定要求情報は、判定対象となるＰＩＮコードを有している。また、通信制御部３０１１は
、判定結果情報を企業サーバ４０に送信する。判定結果情報とは、ＰＩＮコードが有効で
あるか否かの判定結果を示す情報である。
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【００６６】
　有効化設定部３０１２は、店舗サーバ２０から有効化要求情報を受信した場合に、有効
化カードコードに対応付けられた有効化状態を有効にする。具体的には、有効化設定部３
０１２は、店舗サーバ２０から有効化要求情報を受信した場合に、有効化要求情報から有
効化カードコードを抽出する。そして、有効化設定部３０１２は、有効化カードマスタ３
０５ａで、有効化カードコードに対応付けられた有効化状態を有効にする。
【００６７】
　有効化判定部３０１３は、企業サーバ４０から判定要求情報を受信した場合に、有効化
カードマスタ３０５ａを参照し、受信したＰＩＮコードが有効であるか否かを判定する。
そして、有効化判定部３０１３は、判定結果から判定結果情報を生成する。
【００６８】
　次に、企業サーバ４０の機能構成について説明する。制御部４０１のＣＰＵは、記憶部
４０５のプログラムをＲＡＭに展開し、プログラムに従って動作することで、図１１に示
す各機能部をＲＡＭ上に生成する。具体的には、企業サーバ４０は、機能部として、通信
制御部４０１１と、金額設定部４０１２と、商品提供部４０１３とを備える。
【００６９】
　通信制御部４０１１は、通信インタフェース４０３を制御して、ネットワークＮ２と接
続する。これにより、通信制御部４０１１は、顧客端末６０や、有効化サーバ３０などと
通信する。具体的には、通信制御部４０１１は、顧客端末６０から認証要求情報を受信す
る。認証要求情報とは、ＰＩＮコードの認証を求める情報である。そして、認証要求情報
は、ＰＩＮコードを有している。また、通信制御部４０１１は、判定要求情報を有効化サ
ーバ３０に送信する。また、通信制御部４０１１は、有効化サーバ３０から判定結果情報
を受信する。そして、通信制御部４０１１は、認証応答情報を顧客端末６０に送信する。
認証応答情報とは、認証要求情報に含まれるＰＩＮコードの認証結果を示す情報である。
また、通信制御部４０１１は、店舗サーバ２０から金額情報を受信する。
【００７０】
　金額設定部４０１２は、通信制御部４０１１が金額情報を受信した場合には、金額情報
が示す金額をＰＩＮコードマスタ４０５ａの商品に設定する。
【００７１】
　商品提供部４０１３は、有効化カード５０のＰＩＮコードが有効化されていることを示
す判定結果情報を受信した場合に、有効化カード５０の商品を提供する。
【００７２】
　次に、顧客端末６０の機能構成について説明する。制御部６０１のＣＰＵは、記憶部６
０６のプログラムをＲＡＭに展開し、プログラムに従って動作することで、図１１に示す
各機能部をＲＡＭ上に生成する。具体的には、顧客端末６０は、機能部として、ＮＦＣ制
御部６０１１と、表示制御部６０１２と、通信制御部６０１３とを備える。
【００７３】
　ＮＦＣ制御部６０１１は、非接触カードリーダ６０２を介した、ＮＦＣなどの近距離無
線通信を制御する。具体的には、ＮＦＣ制御部６０１１は、かざされた有効化カード５０
の有効化カード情報記憶領域５２５ａから有効化カード情報を読み取る。
【００７４】
　表示制御部６０１２は、表示部６０４への画面表示を制御する。表示制御部６０１２は
、ＮＦＣ制御部６０１１が有効化カード５０から有効化カード情報を読み取った場合に、
Ｗｅｂアドレスが示すＰＩＮコード入力画面Ｇ１を表示する。ここで、図１２は、ＰＩＮ
コード入力画面Ｇ１の一例を示す説明図である。ＰＩＮコード入力画面Ｇ１は、企業サー
バ４０に送信するＰＩＮコードを入力する画面である。図１２に示すＰＩＮコード入力画
面Ｇ１は、金額表示欄Ｇ１１と、ＰＩＮコード入力欄Ｇ１２と、確定ボタンＧ１３とを有
する。金額表示欄Ｇ１１は、有効化カード５０で購入した金額を表示する欄である。バリ
アブル方式の有効化カード５０の場合には、顧客は、任意の金額を設定することができる
。よって、顧客は、購入金額を失念してしまったとしてもＰＩＮコード入力画面Ｇ１を参



(11) JP 6231513 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

照することで確認することが可能となる。ＰＩＮコード入力欄Ｇ１２は、ＰＩＮコードを
入力する欄である。確定ボタンＧ１３は、ＰＩＮコード入力欄Ｇ１２に入力されたＰＩＮ
コードを確定するボタンである。そして、図１２に示すＰＩＮコード入力欄Ｇ１２は、Ｐ
ＩＮコードとして「ＡＢＣＤ１２３４５６７８９」が入力されている状態を示している。
また、表示制御部６０１２は、有効化カード情報にＰＩＮコードが含まれている場合には
、ＰＩＮコード入力欄Ｇ１２にＰＩＮコードが入力された状態のＰＩＮコード入力画面Ｇ
１を表示させる。
【００７５】
　また、表示制御部６０１２は、ＮＦＣ制御部６０１１が読み取った有効化カード情報に
Ｗｅｂアドレスが含まれていない場合には、ＰＩＮコードを表示する。これにより、顧客
は、有効化カード５０のＰＩＮコードを把握することができる。また、表示制御部６０１
２は、ＮＦＣ制御部６０１１が読み取った有効化カード情報にＰＩＮコードが含まれてい
ない場合には、ＰＩＮコードを送信することができるＷｅｂサイトを表示する。これによ
り、顧客は、Ｗｅｂサイトを表示させる操作を入力する入力作業を減らすことができる。
また、表示制御部６０１２は、有効化カード５０がバリアブル方式であり、かつ、ＮＦＣ
制御部６０１１が読み取った有効化カード情報にＷｅｂアドレスが含まれていない場合に
、顧客が設定した金額を表示する。これにより、顧客は、設定した金額をメモする必要が
なくなる。
【００７６】
　通信制御部６０１３は、通信インタフェース６０３を制御して、ネットワークＮ２と接
続する。これにより、通信制御部６０１３は、企業サーバ４０などと通信する。具体的に
は、通信制御部６０１３は、ＷｅｂサイトであるＰＩＮコード入力画面Ｇ１を介して、企
業サーバ４０にＰＩＮコードを有する認証要求情報を送信する。そして、通信制御部６０
１３は、企業サーバ４０から認証応答情報を受信する。
【００７７】
　次に、上述した実施形態にかかるＰＯＳ端末１０の制御部１０１がプログラムに従って
実行する会計処理について説明する。
【００７８】
　図１３は、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１がプログラムに従って実行する会計処理の流
れを示すフローチャートである。会計処理とは、顧客の購入希望の商品の支払いに係る処
理である。
【００７９】
　まず、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、バーコードリーダ１
０３を介して、商品コードを読み取ることができるか否かを判定する（ステップＳ１１）
。商品コードを読み取ることができない場合に（ステップＳ１１；Ｎｏ）、ＰＯＳ端末１
０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、会計処理を待機する。
【００８０】
　一方、商品コードを読み取ることができた場合に（ステップＳ１１；Ｙｅｓ）、ＰＯＳ
端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、商品コードを読み取った商品がバリ
アブル方式の有効化カード５０であるか否かを判定する（ステップＳ１２）。
【００８１】
　商品がバリアブル方式の有効化カード５０である場合に（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、
ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、店舗サーバ２０を介して、企
業サーバ４０に顧客が設定した金額を示した金額情報を送信する（ステップＳ１３）。こ
れにより、企業サーバ４０の制御部４０１（金額設定部４０１２）は、金額情報が示す金
額をＰＩＮコードマスタ４０５ａに設定する。
【００８２】
　一方、商品がバリアブル方式の有効化カード５０でない場合に（ステップＳ１２；Ｎｏ
）、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、ステップＳ１４に移行す
る。
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【００８３】
　そして、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、入力された商品コ
ードを売上登録する（ステップＳ１４）。
【００８４】
　次いで、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、締めキーの押下が
検出されるか否かを判定する（ステップＳ１５）。締めキーの押下が検出されない場合に
（ステップＳ１５；Ｎｏ）、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、
ステップＳ１１に移行する。
【００８５】
　一方、締めキーの押下が検出された場合に（ステップＳ１５；Ｙｅｓ）、ＰＯＳ端末１
０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、支払いを確定する現計キーの押下が検出さ
れるか否か判定する（ステップＳ１６）。現計キーの押下が検出されない場合に（ステッ
プＳ１６；Ｎｏ）、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（売上登録部１０１１）は、会計処理
を待機する。
【００８６】
　一方、現計キーの押下が検出された場合に（ステップＳ１６；Ｙｅｓ）、ＰＯＳ端末１
０の制御部１０１（有効化要求部１０１２）は、売上登録された商品に有効化カード５０
が含まれているか否かを判定する（ステップＳ１７）。
【００８７】
　売上登録された商品に有効化カード５０が含まれていない場合に（ステップＳ１７；Ｎ
ｏ）、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（印字制御部１０１５）は、レシートを印字する（
ステップＳ１８）。
【００８８】
　売上登録された商品に有効化カード５０が含まれている場合に（ステップＳ１７；Ｙｅ
ｓ）、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１は、後述する有効化処理を実行する（ステップＳ１
９）。
【００８９】
　次いで、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（ＮＦＣ制御部１０１４）は、有効化処理にお
いて受信した有効化カード情報を有効化カード５０の有効化カード情報記憶領域５２５ａ
に書き込む（ステップＳ２０）。
【００９０】
　次いで、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（印字制御部１０１５）は、レシートを印字す
る（ステップＳ２１）。
【００９１】
　以上により、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１は、会計処理を実行する。
【００９２】
　次に、上述した実施形態にかかる有効化システム１の各装置がプログラムに従って実行
する有効化処理について説明する。
【００９３】
　図１４は、有効化システム１の各装置がプログラムに従って実行する有効化処理の流れ
を示すフローチャートである。
【００９４】
　まず、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（通信制御部１０１３）は、売上登録された有効
化カード５０の有効化カードコードを有する有効化要求情報を店舗サーバ２０に送信する
（ステップＳ３１）。
【００９５】
　次いで、店舗サーバ２０の制御部２０１（通信制御部２０１１）は、送信された有効化
要求情報を受信する（ステップＳ３２）。次いで、店舗サーバ２０の制御部２０１（通信
制御部２０１１）は、受信した有効化要求情報を有効化サーバ３０に送信する（ステップ
Ｓ３３）。
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【００９６】
　次いで、有効化サーバ３０の制御部３０１（通信制御部３０１１）は、送信された有効
化要求情報を受信する（ステップＳ３４）。次いで、有効化サーバ３０の制御部３０１（
有効化設定部３０１２）は、有効化カードマスタ３０５ａを参照し、有効化要求情報に含
まれる有効化カードコードに対応付けられた有効化状態を有効化する（ステップＳ３５）
。
【００９７】
　次いで、有効化サーバ３０の制御部３０１（通信制御部３０１１）は、有効化応答情報
を店舗サーバ２０に送信する（ステップＳ３６）。
【００９８】
　次いで、店舗サーバ２０の制御部２０１（通信制御部２０１１）は、有効化応答情報を
受信する（ステップＳ３７）。次いで、店舗サーバ２０の制御部２０１（情報生成部２０
１２）は、有効化カード情報を生成する（ステップＳ３８）。次いで、店舗サーバ２０の
制御部２０１（通信制御部２０１１）は、生成した有効化カード情報をＰＯＳ端末１０に
送信する（ステップＳ３９）。
【００９９】
　ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（通信制御部１０１３）は、送信された有効化カード情
報を受信する（ステップＳ４０）。次いで、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（有効化要求
部１０１２）は、売上登録された全ての有効化カード５０に対して有効化処理を実行した
か否かを判定する（ステップＳ４１）。
【０１００】
　売上登録された全ての有効化カード５０に対して有効化処理を実行していない場合に（
ステップＳ４１；Ｎｏ）、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（有効化要求部１０１２）は、
ステップＳ３１に移行する。
【０１０１】
　一方、売上登録された全ての有効化カード５０に対して有効化処理を実行した場合に（
ステップＳ４１；Ｙｅｓ）、ＰＯＳ端末１０の制御部１０１（有効化要求部１０１２）は
、有効化処理を終了する。
【０１０２】
　以上により、有効化システム１の各装置は、有効化処理を実行する。
【０１０３】
　次に、上述した実施形態にかかる有効化システム１の各装置がプログラムに従って実行
する商品提供処理について説明する。ここで、商品提供処理とは、電子マネーのチャージ
や、音楽や、ゲームなどの商品をダウンロードすることができる状態にする処理である。
【０１０４】
　図１５は、有効化システム１の各装置がプログラムに従って実行する商品提供処理の流
れを示すフローチャートである。
【０１０５】
　まず、顧客端末６０の制御部６０１（ＮＦＣ制御部６０１１）は、有効化カード５０の
有効化カード情報記憶領域５２５ａに記憶された有効化カード情報を読み取ることができ
るか否かを判定する（ステップＳ５１）。有効化カード情報を読み取ることができない場
合に（ステップＳ５１；Ｎｏ）、顧客端末６０の制御部６０１（ＮＦＣ制御部６０１１）
は、商品提供処理を待機する。
【０１０６】
　一方、有効化カード情報を読み取ることができた場合に（ステップＳ４１；Ｙｅｓ）、
顧客端末６０の制御部６０１（ＮＦＣ制御部６０１１）は、有効化カード情報からＷｅｂ
アドレスを抽出する（ステップＳ５２）。
【０１０７】
　次いで、顧客端末６０の制御部６０１（表示制御部６０１２）は、ＰＩＮコード入力画
面Ｇ１を表示部６０４に表示する（ステップＳ５３）。そして、顧客端末６０の制御部６
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０１（通信制御部６０１３）は、ＰＩＮコード入力画面Ｇ１に表示されたＰＩＮコードを
確定する入力がされた場合に、認証要求情報を企業サーバ４０に送信する（ステップＳ５
４）。
【０１０８】
　企業サーバ４０の制御部４０１（通信制御部４０１１）は、送信された認証要求情報を
受信する（ステップＳ５５）。次いで、企業サーバ４０の制御部４０１（通信制御部４０
１１）は、判定要求情報を有効化サーバ３０に送信する（ステップＳ５６）。
【０１０９】
　次いで、有効化サーバ３０の制御部３０１（通信制御部３０１１）は、判定要求情報を
受信する（ステップＳ５７）。次いで、有効化サーバ３０の制御部３０１（有効化判定部
３０１３）は、ＰＩＮコードマスタ４０５ａを参照して、判定要求情報に含まれるＰＩＮ
コードの有効化状態が有効化されているか否かを判定する（ステップＳ５８）。次いで、
有効化サーバ３０の制御部３０１（通信制御部３０１１）は、企業サーバ４０に判定結果
情報を送信する（ステップＳ５９）。
【０１１０】
　次いで、企業サーバ４０の制御部４０１（通信制御部４０１１）は、送信された判定結
果情報を受信する（ステップＳ６０）。次いで、企業サーバ４０の制御部４０１（商品提
供部４０１３）は、判定結果情報からＰＩＮコードが有効化されていたか否かを判定する
（ステップＳ６１）。
【０１１１】
　ＰＩＮコードが有効化されていた場合に（ステップＳ６１；Ｙｅｓ）、企業サーバ４０
の制御部４０１（商品提供部４０１３）は、有効化カード５０が示している商品を顧客に
提供する（ステップＳ６２）。
【０１１２】
　一方、ＰＩＮコードが有効化されていない場合に（ステップＳ６１；Ｎｏ）、企業サー
バ４０の制御部４０１（商品提供部４０１３）は、商品を顧客に提供しない。
【０１１３】
　次いで、企業サーバ４０の制御部４０１（通信制御部４０１１）は、認証応答情報を顧
客端末６０に送信する（ステップＳ６３）。
【０１１４】
　顧客端末６０の制御部６０１（通信制御部６０１３）は、送信された認証応答情報を受
信する（ステップＳ６４）。次いで、顧客端末６０の制御部６０１（表示制御部６０１２
）は、認証応答情報を表示部６０４に表示する（ステップＳ６５）。
【０１１５】
　以上により、有効化システム１の各装置は、商品提供処理を実行する。
【０１１６】
　以上のように、本実施形態のＰＯＳ端末１０によれば、売上登録部１０１１は、有効化
カード５０の代金を店員が受け取った場合に、キーボード１０２等を介して、有効化カー
ド５０の代金が支払われたことを確定する入力を受け付ける。通信制御部１０１３は、有
効化カード５０の代金の支払いが確定すると、有効化要求情報を有効化サーバ３０に送信
する。また、通信制御部１０１３は、返信として、ＰＩＮコードを送信する顧客端末６０
に読み取らせる有効化カード情報を受信する。そして、ＮＦＣ制御部１０１４は、有効化
カード５０の有効化カード情報記憶領域５２５ａに有効化カード情報を書き込む。Ｗｅｂ
サイトにＰＩＮコードを入力する顧客端末６０は、有効化カード５０の有効化カード情報
記憶領域５２５ａに記憶された有効化カード情報を読み出すことができる。よって、顧客
が顧客端末６０を操作してＰＩＮコード等を入力する必要がないことから、本実施形態の
ＰＯＳ端末１０は、顧客端末６０への入力作業を減らすことができる。
【０１１７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
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他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【０１１８】
　また、上記実施形態では、顧客端末６０は、ＰＩＮコードをＷｅｂサイトに入力するこ
とで、企業サーバ４０に送信すると説明している。しかしながら、ＰＩＮコードの入力先
は、Ｗｅｂサイトに限らない。例えば、顧客端末６０は、ＰＩＮコードをアプリケーショ
ンの入力欄などに入力することで、企業サーバ４０に送信してもよい。
【０１１９】
　上記実施形態や変形例の各装置で実行されるプログラムは、各装置が備える記憶媒体（
ＲＯＭ又は記憶部）に予め組み込んで提供するものとするが、これに限らないものとする
。例えば、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレ
キシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピ
ュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。さらに、記
憶媒体は、コンピュータ或いは組み込みシステムと独立した媒体に限らず、ＬＡＮやイン
ターネット等により伝達されたプログラムをダウンロードして記憶又は一時記憶した記憶
媒体も含まれる。
【０１２０】
　また、上記実施形態や変形例の各装置で実行されるプログラムをインターネット等のネ
ットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせ
ることにより提供するように構成してもよいし、インターネット等のネットワーク経由で
提供又は配布するように構成してもよい。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　有効化システム
　１０　ＰＯＳ端末　
　１０１１　売上登録部
　１０１２　有効化要求部
　１０１３　通信制御部
　１０１４　ＮＦＣ制御部
　１０１５　印字制御部
　２０　店舗サーバ
　２０１１　通信制御部
　２０１２　情報生成部
　３０　有効化サーバ
　３０１１　通信制御部
　３０１２　有効化設定部
　３０１３　有効化判定部
　４０　企業サーバ
　４０１１　通信制御部
　４０１２　金額設定部
　４０１３　商品提供部
　５０　有効化カード
　５２０　ＩＣタグ
　５２５ａ　有効化カード情報記憶領域
　６０　顧客端末
　６０１１　ＮＦＣ制御部
　６０１２　表示制御部
　６０１３　通信制御部
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　Ｇ１　ＰＩＮコード入力画面
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１２２】
【特許文献１】特開２０１４－２２６７９８号公報
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